
デジタル化で
効率ＵＰを図りませんか

税務手続のデジタル化（e-TAX・キャッシュレス納付）と併せて、経済取引や業務もデ
ジタル化することにより、事業者の方が日頃行う取引から会計・税務までのデジタル化
（デジタルシームレス）が実現した場合、人手による入力作業を介さないため、事業者の
事務負担の軽減等を図ることが期待できます。

つきましては、デジタルインボイスやクラウド会計ソフトの導入を始めとしたデジタル

ツールの活用による取引から会計・税務までのデジタル化を行い、業務効率化を図りま
せんか。まずは、Ｗeb‐ＴAX‐ＴＶから具体的な効果や導入後のイメージを掴んでいただ
けると幸いです。さらに、具体的なご相談をご希望の場合には、各相談窓口をご利用く
ださい。また、デジタル化・AI導入補助金が最大４５０万円適用されるケースもあります。

二次元コードからＹｏｕＴｕｂｅ「国税庁動画チャンネル」に移動し動画で事業者のデジタル化
のイメージを掴むことができます。

デジタル化関連ショートドラマ

単純ミスを防いで
正確性と効率ＵＰ

書類の保存コストＤＯＷＮ
経営の可視化・高度化

（国税庁ＨＰ）

（左図ＰＤＦ）
窓口一覧↓

デジタル化に関する相談窓口一覧

熊本県法人会連合会会員の皆様へ
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デジタルインボイスに対応した会計ソフト等の確認/導入

STEP

01

「Peppol ID」 の取得

STEP

02

取引先のPeppol IDの収集・取引先への案内

STEP

03

デジタルインボイス対応済サービス

まずは、自社でご利用の会計ソフト等がデジタルインボイスに対応しているかご

確認ください。対応していない場合は、対応したサービスを導入いただく必要

があります。

利用開始に当たっては、デジタル庁に認定を受けたPeppolサービスプロバイダ

から「Peppol ID」を取得する必要があります。取得方法は、ご利用のサービスに

よって異なりますが、導入しているデジタルインボイス対応済サービスを通じて取

得することが一般的です。 Peppol ID

取引先への開始案内取引先のPeppol IDの収集

デジタルインボイスを取引先へ送信するためには、取引先のPeppol IDが必要と

なります。また、送付開始に当たっては、取引先への送付方法の変更の案内等を

行った上で、開始するのが一般的です。デジタルインボイスでの請求書の受領を希

望する場合は、請求元へ自社のPeppol IDを伝える必要があります。

30社以上の会計ソフト等がデジタルインボイスに対応！

デジタルインボイス（Peppol）対応済サービスはこちら ⇒
（デジタルインボイス推進協議会（EIPA）ホームページ）

まずは、自社でご利用の会計ソフト等がデジタルインボイス
に対応しているかご確認ください。

※デジタルインボイス対応済サービスについては、下部に記載のEIPAホームページにてご確認ください。

デジタルインボイスに対応した会計ソフト等の導入は、
デジタル化・AI導入補助金の利用もご検討ください！

⇐ 「デジタル化・AI導入補助金（旧：IT導入補助金）」ホームページはこちら

中小企業・小規模事業者がデジタル化に活用できる補助金です。

ペ ポ ル

https://www.eipa.jp/service

https://it-shien.smrj.go.jp/
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